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THE WORLD MEDiCAL ASSOCIA10N,INC

タスク 0シ フティングに関するWMA決議

2009年 10月 、WMAニ ューデ リー総会で採択

医療 にお け る 「タス ク・ シフテ ィング」 とい う言葉 は、通常は医師が担 当 してい

る業務 を、 医師 とは異な るまたは よ り低い水準 の教育お よび訓練 を受 けた医療従

事者 、 あるいは正式な医療教育 は受 けず 、限定 され た業務 を遂行す るためのみの

副|1練 を受 けた者 に移行す る状況 を述べ る際 に用い らね́ る。 タス ク・ シフテ ィング

は医師不足 に直 llilし てい る国で も、そ うでない国で も生 じる.

タス ク・ シフテ ィングの最 大の要因は、移 民な どのために有資格者 が不足 してい

る こ とにある。危機 的な医師不 足に直面 してい る国では、必要なサー ビス を提供

す る手段 が他 にないため、代 替的医療 従 11者 あ るいは非 医療従事者 に訓練 を施 し、

一般 には医師 の F4・ 限の範囲内 と見な され る業務 を替わ りに遂行 させ るために、 タ

スク・ シフテ ィングを適 用す る場合が ある。 その よ うな同では、 タス ク・ シフテ

ィングは極 めて脆弱な集 |・
llの 健康 を改善す るため、ほ とん どの場 合は現在 の医療

従 学者 不足に対処す るため、あるいは HⅣ な どの特 定の医療問題 に取 り組む こ と

を 目的 と してい る.医 師 不足が最 も深刻な国 々では、新たな医療 専門職 (指 導員 )

が設 け らねンてい る高 しか し、医師の業務 を肩代 わ りす るこね́ らの人 々は、医師 と

しての幅広い教 育 と潮1練 を受 けていないので、合併症ゃ他の不洪1の 申態 が発生 し

た場合 に適 り」な決定 を下すた めの力1識 、経験お よび 専門的判断 力がないま ま、プ

ロ トコルに従 ってその業務 を遂行 しなけれ ばな らない.こ れは、 タスク・ シフテ

ィングを行 うか まつた く治療 しないかのいずれ かを選ぶ しかない国では適切か も

しねンないが、状況の異な る国に適 用すべ きではない。

危機 的 な医師 不足に直雨iし ていない I Llで は、 タス ク・ シフテ ィングは社 会的、経

済的、職業的 、時 には効率化 とい う口実や 、節約 な ど、認 め られ ない理 由で も発

生 してい る.逆 に彼 らの業務範 llllの 拡大や保護 のために促進 させ た り、 llll止 され

るこ ともあ る。保健 当局、代替 医療 従事者 、時 に医師 自らに よ り始 め られ ること

)ヽあ る.医 療技術 の進歩 に よって一定の業務 の遂行 と解釈が標準化 され ることで、

医師iに 代 わ って医前i以 外の医療 従事者 あるいは技術 補助員が遂行で きるよ うにな

り、 この こ とが タス ク・ シフテ ィングを促 す こ ともある。 これ は医師 と協力 して

行われ るこ とが多い、 しか し、医療 を技術 [1の 問題 と してのみ 見る ことはできな

い こ とは認識 しなけねンばな らないⅢ

タスク・ シフテ ィングは既存 の医療 チームの 中で 1)発 生す ることがあ り、その場

合 は、そのチー ムの構成員が遂行す る役害Jと 機能 が見直 され る.ま た他の医療従

事:者 、特 に医師や独立的 に特 定の業務 を遂行す る訓練 を受 けた職 員を補佐す る機



能 を持つ、新 た な専 門職 が設 け られ ることもあ る。

タス ク・ シフテ イングはある状況では必要で あ るが、時 に患者 ケアの基準 を改善

す る場合 には相 当な リス クも伴 う。 その中で最 も重視すべ きこ とは、患者 ケアの

質が低 下す る リス クで あ り、医療的判断・決 定が移行 さねノた場合 には特 に リス ク

が ある。患者 が訓練度 の低い医療従事者のケ ア を受 け る可能性 だ けでな く、患者

と医師 の接触 の減少 、断片化 されて非効率的 なサー ビス、適 り]な フォ ロー ア ップ

の欠 クロ、不正確 な診 断 と治療 、合併症 に対処 で きない といつた具体的な質の問題

も関係す る。

さ らに、補助職 員を設 け るタス ク・ シフテ ィングでは医師に対」
~る

要求が増大す

るこ とく)実 際 あ る。 医師は訓練担 当者 と監督者 としての責任 が増 大 し、 直接患者

を治療す るよ うなその他 の多 くの業務 に害1く 時 耐1が 少 な くな る。 また 自分の監膏

す る医療従事者 の行 うケアに対 して負 う職 業的 。法的責任 も増大す るⅢ

世界医師会 (WMA)は 、保健 当局が、しば しば医師や医師を代表す る組織 と協議

す ることな くタス ク・ シフティングを開始す ることに対 し、特に懸念を示 してい

る。

勧 告

したが つて 、WMAは 全 ての各国医師会に以 下のガイ ドライ ンを推進 し、 こねンに

従 うよ う勧告す る。

医療の品質 と継続性 お よび患者 の安全 は lliな われ てはな らず 、 これ は、 タス

ク・ シフテ ィングを扱 うす べての改革 と立法の藤本 とすべ きで ある。

医 8111‐ の業務 が他 の職種 に移行 され てい る とい う事実 に鑑みて、医師 と医師を

代表す る組織 は タスク・ シフテ ィングの実施 に関す る企 ての局面にお いて、

特 に法律 と規飾1の 改革 にお いては、 当初か ら相談 を受 け るな ど、密接 に関与

しなけれ ばな らない。 医師1は 、 自らの監督 の t)と 、安全 と適切 な患者 の ケア

の原貝けの 1)と で、新 しいアシスタン トの中核 を先導・ 副|1練 す ることを考 えな

けれ ばな らない。

品質保 証基準お よび治療 プ ロ トコルは、医師に よつて制定、作成、監督 され

なけね′ばな らない,医 療 の質を確保す るた めに、 タスク・ シフテ ィングの実

施 と並行 して認定 書交付 システムを策定 し、実施 しなければな らない.医 師

だけが遂 行 で きる業務 を明確 に規定 しなけれ ばな らない。特 に、診断や処方

につ いては慎 重に検討 され なけれ ばな らない。



5.

医師が危機 的 に不足 してい る国では、 タス ク・ シフテ ィングは、 この状況か

ら脱 出す るた めの明確 な対応策 を基 に した、暫定的方策 と見 るべ きである。

しか し、その国に固有 の状況 に よって タス ク・ シフテ ィングを長期的 に実施

す る可能性 が高 くなった場合 は、持続 可能 な措 置を実施 しなけれ ばな らない。

医療 システムが持続 可能 で十分 に機能す る ものであれ ば、それ を廃止 して タ

ス ク・シフテ ィングを実施 してはな らない。医療従事者 を雇 用 しなか った り、

不完全雇 用 とした りして捻 出 した経 費で補助職 員を雇用 してはな らない。 ま

た、医師 の教 育お よび訓練 の替わ りにタス ク・ シフテ ィングを行 つてはな ら

ない。

力 が注がねンるべ きなのは、技術 の ある医療従 事者 を訓練 し雁 月1す ることで、

技術 のない医療従事者 にタス ク・ シフテ ィングを行 うこ とではない。

タス ク・ シフテ ィングに よる経 済的利益 と同様 の コス ト貨i減 対策 につ いては

まだ立証 され てお らず 、医療 費を削減す るこ とは患者 の最 大の利益 につなが

る医療 の良質 さを もた らす 可能性 を低下 させ るので、 タス ク・ シフテ ィング

を単に費用削減 の 手段 と見な した り、実施 した りしてはな らない。 タス ク・

シフテ ィングに よる経 済的利益 について信頼性 の高い分析 を実施 し、医療の

成 果、費りlJ対 効果お よび生産性 を評価すべ きである。

タス ク・ シフテ ィングを補完す るもの として、医療 従事者 の給与り|き Lげ お

よび労働 条件 の改 善な ど、医療 従 事者 を引 き留 めるためのイ ンセ ンテ ィプを

lJえ るべきで あるⅢ

タス ク・ シフテ ィングが必要 とされ る理 由は国に よって異な るので、ある lll

に適 した施策 をその まま他の国 に適 用で きるわけではない。

タス ク・ シフテ ィングが医療 システムの全 体的機能 に及ぼす 効果 は まだけJ確

ではない。 タス ク・ シフテ ィングが患者 、医療 の成果 さらには医療提供の効

率お よび有効性 に及 ぼす影響 に対す る評価 を実施す べ きで ある。 特 に、 HIV

な ど特定の医療 問題 に対応 して タス ク・ シフテ ィングが発生す る場合 、医療

システム全体 について定期的な評価 とモニ タ リングを実施す べ きであ るⅢ こ

の よ うな作業 は、 これ らのプ ログラムが患者 の健康 を確実 に改善す るために

不 llr欠 であ る高

タス ク・ シフテ ィングは、独 立して研 究・ 評価 されなければな らず、その研

究・ 評価 に関 しては、 タス ク・ シフテ ィン グ施策 を実施、あるいは これ′に対

す る出資 を担 当す る者 か らの援助 を受 けてはな らない。

シ フ テ ィ ン グ は 、 医 療 従 事 者 不 足 に 対 す る対 応 策 の ひ とつ に 過 ぎ な
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12.

い。協力 して行 う医療行為や チー ム/パ ー トナー アプ ローチな どの他 の方法 を

並行 して策定 し、重要 な基準 としてみなす べ きである。 医師が協力 し、各構

成 員 が提供す る医療 にそれ ぞれ貢献で きる相 互支援 的な双方 向医療チー ムが

あ る場合 は、それ を廃止 して タス ク・ シフテ ィングを実施 してはな らない

医療連携 を成功 させ るために、 リー ダー シ ップお よびチー ム ワー クの訓練 を

改 善 しなけれ ばな らないぃ 各 々が何 を訓練すべ きで何 ができるか につ いての

明確 な理解 、 また責任 の所在 に関す る明確 な理解 、お よび共通認識 に立った

専 門用語 の明確 な使 用が必要で ある .

タス ク・ シフテ イングを実施す る前に潜在 的なニー ズ、費用お よび利 益につ

いて の体 系的な検討、分ウTお よび議論をす べ きであるⅢ 単に医療 システムに

お け る男11の 動 きに対す る対応策 と して実施 してはな らない。

成功 を収 め る割|1練 モデ ル とは何か を探 るた めの調査 を行わなけれ ばな らない。

また調査 は、情報 、高l拠 お よび成果の 1又 集 と共有 を重点 とすべ きであ る。 調

査 と分析 は包括的な 1)の でなけれ ばな らず 、医師 もそのプ ロセ スの一部 に係

わ らねばな らない .

各国医師会は、 タス ク・ シフテ イングの枠組み を策定す る際に、他 の医療 従

事者組織 と適宣 協力す べ きであ る.WMAは 、加盟 医師会が 自国の発展や 、

それ が患者 の ケアや そ の成 果 に及 ぼす 影響 につ いて討論 で き る よ う、 タス

ク・ シフテ ィング とい う議題 に関す る情報 を共有で きる枠組みの確 立を考 え

ね ば な らない。
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THE WORLD MEDICAL ASSOCIAT10N,INC.

処方権に関するWMA決議

2010年、WMAバ ンクーバー総会で採択

序文

医師は、学究開始時からキャリア全体を通 して、最 Lの技術 と配慮をもつて患者を治療

するのに必要な知識を習得 し、訓練を受け、能力を獲得する。

医師は、患者の総合的な状態を考慮に入れながら、最も正確な診断を行い、病気を治癒
させ、あるいは症状を軽減するために最大限に効果的な治療を決定する。

多くの場合、医薬品は治療において不可欠な部分である。医療の倫理的 。職業的原員1に

従って正 しい決断を行 うために、医師は薬理学の原理、および異なる医薬品間で起こり

うる相互作用や患者の健康へ及ぼす影響についての徹底 した知識 と理解をもつていなけ

ればならない。

医薬品処方は重要な臨床的介人であり、これに先立って、患者の状態を判断 し11:し い臨

床診断を ドすための複合かつ統合的なプロセスが行われるべきである。 このプロセスに

は以 ドが含まれる。
・ 現在の状態 と既往歴を考慮する
。 鑑別診断を行 う能力
・ 関連する複数の慢性疾患や複合疾患を理解する
。 現在効果を挙げている投薬や過去に中止 した投薬の履歴、および可能性のある相力:作

用を考慮する

11し い知識 と正確な診版なしに不適切な医薬品処方を行 うことは、患者の健康に重大な

悪影響を与える lll能性がある。不適切な治療決定からは深刻な事態が生 じうることを考

慮 し、WMAは質の高い治療 と患者の安全の確保に関する次の原則を確認する。

房〔貝1

医薬品の処方は、患者の症状の正 しい診断に基づいて行われるべきであり、かつ、病気

の機序 と診断方法、および問題 となる症状の投薬治療に関する教育課程を修了した者に

よつて行われるべきである。

医師による処方は、患者の安全を保証するために不可欠であると同時に、患者 と医師の

間の信頼関係を維持するためにも極めて重要である。

r―i護師やその他の医療従事者は、患者の治療全般にわた り協力 し合 うが、単独で処方す

るのに最 も適切な資格をもつのは医師である。国によつては、特定の状況において、通

常は特別な訓練 と教育を受けたその他の専門職が、ほとんどの場合は医師の監督のもと

で、医薬轟1を 処方することが法律で許 可されているところもある。あらゆる場合におい

て、患者の治療の責任は医師にある。各国の医療システムは、患者の診断と治療におけ

る国民の安全 と利益を確実に守るべきである。システムが社会的、経済的あるいはその



他のやむを得ない理由から、この基本的な構想に従 うことができない場合は、状況を改

善 して患者の安全を守るために全力を尽 くすべきである。

串
=串



THE WORLD MEDICAL ASSOCIAT10N,INC.

薬物療法における医師と薬剤師の関係に関するWMA声 明

1999年 10月 、イスラエルのテルアビブにおける第 51回 WMA総会にて採択

2010年 10月 、Ⅶ 臥バンクーバー総会で修正

はじめに

薬物治療の日標は、患者の健康 と生活の質を改善することである。最適な薬物治療は、安
全、有効、かつ効率的でなければならない。薬物治療は誰 もが平等に受けられるものでな

ければならず、また患者および医師のニーズにあった正確で最新の情報についても平等に

得 られるものでなければならない。

薬物治療はより複雑なものとなってお り、選択 した治療を実施 し監視するためには学際的
なチームの投入が求められることが多い。病院では、学際的チームに臨床薬剤師を加える

場合が次第に 一般化 してお り有用となってきている。医薬品を処方する権利は、能力に基
づき、理想的には医細iが その責任で所有すべきである。

医師と薬剤師は、最適な薬物治療の提供 とい う日標を達成するために、互いに支援、協力
してこの責任を果たさなければならない。そのためには、互いの専門的能力に関 して、情

報交換 し、敬意と信頼を示 し、相互理解を深めることが必要である。相反する情報を患者
に提供 しないために、医師 と薬斉J師 ともに、同 一の Ji確 で最新の情報源を利用することが

竜要である。

医師iと 薬剤師は、患者に質の高いサ早 ビスを提供 し、薬物の安全な使用を保証 しなければ

ならない。 したがつて、医鳥1:と 薬斉J師間の協力は、学習能力の向上および患者 も含めた情

報共有の観点からみて不可欠である。

患者の最善の利益のために、医師 と薬斉1師それぞれの職種の機能を明確化 し、透明性 と協

力関係の中で薬物の適iE使用を推進するためには、医師と薬斉J師それぞれの代表組織が率

直な意見交換を継続することが必要である。

医師の黄務

医師はその知識、専門的技能、能力に基づいて疾病を診断する。

必要に応 じて患者、薬剤師、その他の医療専門家 と協議する中で薬物治療の必要性を評価

し、それに適 した医薬謂1を処方する。

患者に対 しその診断、適応症、治療 日標に加え、薬物治療に関する処置、便益、 リスク、

予想 される副作用に関 して情報を提供する。適応症外処方を行 う場合には、患者にその処

方の内容について情報を提供 しなければならない。



薬物治療への対応や、治療 目標に向けての進展についてモニタリングと評価を行い、必要

に応 じて、薬斉J師、その他の医療専門家や場合によっては介護者 とも協力 して治療計画を

改訂す る。

薬物治療に関する情報は、その他の医療従事者にも提供 して共有する。

複雑な薬物治療の管理責任を負 う医療専門家で構成 された学際的チームを指導する。

治療の必要性に応 じて、また機密保持の尊筵および患者データの保護に関する法令に従っ

て、個々の患者に関する十分な記録を保管する。

可能であれば、医療現場において電子的医薬品提供システムを積極的に導入 し、医師の専

門的な知1識を活用 してそのシステムを支援する。

専門的分野における医師の生涯教育を通 して薬物治療に関する高い知1識水準を維持する。

医師が提供すべき、あるいは調斉Jが認められている医薬品を確実に調達 し保管する。

相互作用、アレルギー反応、禁忌、重複投与があるかを確認するために処方箋の指示を見

直す。

国内法に従い、保健当局に対 して医薬品による副作用を報告する。

中毒性を有する可能性がある医薬品の処方については、必要に応 じて監視 と制限を行 う。

患者の診療記録に医薬品による静l作用を記載する。

薬剤師の資務

関係する法令に従い、医薬ぷ1を確実に調達 し、適切に保管、調剤する。

患者には、医薬品の正 しい使用方法と保存方法だけでなく、その解説文、医薬品の名称、

使用 目的、予想 される相互作用 と脚1作用等の情報を含めて提供する。

相互作用、アレルギー反応、禁忌、重複投与があるか確認 し、処方箋の指示を見直す。懸

念があれば、処方 した医師 と協議すべきである。 しかし、薬剤師は処方 した医師と相談せ

ず処方を変更 してはならない。

医薬品に関連する問題や処方 された薬に関する懸念は、必要に応 じて、また患者からの申

し出があつた場合、検討することとする。

市販薬の選択や使用について、また軽度の症状や患者 自身による疾病の管理について、適

宜患者に助言する。 自己治療が適切ではない場合には、患者に主治医の診断 と治療を受け

るよう助言する。

特に病院では、複雑な薬物治療に関する学際的チームに参加 し、医師や他の医療従事者 と

協力 して行動する。



国内法に従い、処方 した医師 と保健当局に対 して医薬品による副作用を報告する。

一般的なまた具体的な医療関係の情報や勧告を、公衆および医療従事に提供 し共有する。

専門的分野における生涯学習を通 して薬物治療に関する高い知識水準を維持する。

結論

薬斉J師 と医師が互いの役害1を理解 し尊重 しあい、協力することにより、患者は最善の医療

を受けることができる。 これにより医薬舌|:が安全かつ適切に使用され、患者の健康に最善
の成果を確実にもたらすのである。
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